
○
総
務
省
令
第
二
十
一
号 

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
七
項
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法

律
第
九
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項
及
び
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
郵
便
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 
 

 

郵
便
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

（
郵
便
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

郵
便
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規 

 

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 

前 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
収
支
状
況
の
報
告
及
び
公
表
） 

第
二
十
七
条 
［
略
］ 

［
２
～
４ 

略
］ 

５ 

法
第
六
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
郵
便
事
業
の
収
支
の
状
況
の
公
表
は
、
第
一
項
の
報
告
を
し
た
後
、

遅
滞
な
く
、
当
該
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
会
社
の
主
た
る
営
業
所
及
び
事
務
所
に
備
え
、
又
は
当
該

報
告
の
内
容
を
会
社
の
主
た
る
営
業
所
及
び
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
の
映
像
面
に
必

要
に
応
じ
直
ち
に
表
示
さ
せ
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
ほ
か
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

［
６ 

略
］ 

（
収
支
状
況
の
報
告
及
び
公
表
） 

第
二
十
七
条 

［
同
上
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

５ 

法
第
六
十
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
郵
便
事
業
の
収
支
の
状
況
の
公
表
は
、
第
一
項
の
報
告
を
し
た
後
、

遅
滞
な
く
、
当
該
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
会
社
の
主
た
る
営
業
所
及
び
事
務
所
に
備
え
て
一
般
の
閲

覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
ほ
か
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

［
６ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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（
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
日
本
郵
政
株
式
会
社
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し

た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 

後 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 

前 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
情
報
の
公
表
） 

第
十
三
条 
［
略
］ 

［
２
・
３ 
略
］ 

４ 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
し
た
後
速
や
か
に
、
公

表
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
会
社
の
主
た
る
営
業
所
及
び
事
務
所
に
備
え
、
又
は
当
該
事
項
を
会
社
の
主
た
る

営
業
所
及
び
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
の
映
像
面
に
必
要
に
応
じ
直
ち
に
表
示
さ
せ
て

一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
ほ
か
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

［
５ 

略
］ 

（
情
報
の
公
表
） 

第
十
三
条 

［
同
上
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

４ 

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
し
た
後
速
や
か
に
、
公

表
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
会
社
の
主
た
る
営
業
所
及
び
事
務
所
に
備
え
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ

り
行
う
ほ
か
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。 

 

［
５ 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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（
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
日
本
郵
便
株
式
会
社
法
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改 
 

 
 
 

正 
 

 
 

 

後 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

改 
 

 
 
 

正 
 

 
 

 

前 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
情
報
の
公
表
） 

第
十
八
条 
［
略
］ 

［
２
・
３ 

略
］ 

４ 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
し
た
後
速
や
か
に
、
公

表
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
会
社
の
主
た
る
営
業
所
及
び
事
務
所
に
備
え
、
又
は
当
該
事
項
を
会
社
の
主
た
る

営
業
所
及
び
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
の
映
像
面
に
必
要
に
応
じ
直
ち
に
表
示
さ
せ
て

一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
ほ
か
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

５ 

第
三
項
の
公
表
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
条
第
四
項
、
法
第
六
条
第
二
項
又

は
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
後
速
や
か
に
、
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第

十
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
後
速
や
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
四
条
の

規
定
に
よ
る
提
出
を
し
た
後
速
や
か
に
、
公
表
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
会
社
の
主
た
る
営
業
所
及
び
事
務
所

に
備
え
、
又
は
当
該
事
項
を
会
社
の
主
た
る
営
業
所
及
び
事
務
所
に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
の

映
像
面
に
必
要
に
応
じ
直
ち
に
表
示
さ
せ
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
ほ
か
、
官
報
へ
の
掲
載

、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
情
報
の
公
表
） 

第
十
八
条 

［
同
上
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

４ 

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
を
し
た
後
速
や
か
に
、
公

表
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
会
社
の
主
た
る
営
業
所
及
び
事
務
所
に
備
え
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ

り
行
う
ほ
か
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。 

 

５ 

第
三
項
の
公
表
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
条
第
四
項
、
法
第
六
条
第
二
項
又

は
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
後
速
や
か
に
、
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第

十
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
後
速
や
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用

そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
四
条
の

規
定
に
よ
る
提
出
を
し
た
後
速
や
か
に
、
公
表
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
会
社
の
主
た
る
営
業
所
及
び
事
務
所

に
備
え
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
ほ
か
、
官
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の

他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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